
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続された装置が生成したネットワークアドレス、及び、前記装置固有
の識別データを取得する取得手段と、
　前記取得したネットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識別データから所定の
規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、前記取得したネットワークアド
レスを拒絶するメッセージを送信する送信手段を有することを特徴とするアドレス予約装
置。
【請求項２】
　前記装置固有の識別データは、前記装置のＭＡＣアドレスであることを特徴とする請求
項１のアドレス予約装置。
【請求項３】
　ネットワークに接続された装置が生成したネットワークアドレス、及び、前記装置固有
の識別データを取得し、
　前記取得したネットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識別データから所定の
規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、前記取得したネットワークアド
レスを拒絶するメッセージを送信することを特徴とするアドレス予約方法。
【請求項４】
　前記装置固有の識別データは、前記装置のＭＡＣアドレスであることを特徴とする請求
項３のアドレス予約方法。
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【請求項５】
　ネットワークに接続された装置が生成したネットワークアドレス、及び、前記装置固有
の識別データを取得し、
　前記取得したネットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識別データから所定の
規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、前記取得したネットワークアド
レスを拒絶するメッセージを送信することを特徴とするアドレス予約プログラム。
【請求項６】
　前記装置固有の識別データは、前記装置のＭＡＣアドレスであることを特徴とする請求
項５のアドレス予約プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信に利用されるアドレスを予約して衝突を回避するアドレス予約装置および
方法およびプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
インターネットで用いられる通信プロトコルとして、近年 Internet Protocol Version 6(
IPv6)が用いられ始めている。 IPv6では、アドレスが 128ビット長である。現在の一般的な
使用形態では、上位 64ビットが主にルータ間で経路を識別するためのデータでありプレフ
ィックスと呼ばれる。プレフィックスは主にルータから、ルータが管理するリンク内の各
装置に広告され、各装置は広告されたプレフィックスを、自身のアドレスの上位 64ビット
とする。実際には、リンクローカルアドレスと呼ばれるリンク内での通信にのみ使用する
アドレスなど、これとは異なるアドレスも使用するが、本発明とは関係ないので説明を省
略する。下位 64ビットは、各装置が自由に割り振るデータであり、インタフェース IDと呼
ばれる。
【０００３】
各装置がインタフェース IDを生成する一般的な方法として、各装置固有の IDから 64ビット
のアドレスを生成する EUI-64（ 64-bit extended unique identifier）と呼ばれる方法が
ある。例えば、リンクがイーサネットで構成される場合、装置の Medium Access Control 
Address(MAC-48)を 3バイトに分割し、その間に ff:feを挿入し、最上位バイトの 02でマス
クされるビットを反転して、 64ビットのインタフェース IDを生成する。例として、装置の
MAC-48が 00:80:90:a0:b0:c0である場合は、インタフェース IDは 0280:90ff:fea0:b0c0とな
る。なお、ここでは簡単化のため装置と記しているが、厳密には装置のネットワークイン
タフェースである。
【０００４】
インタフェース IDの生成方法は任意であるので、上記の方法で生成されたインタフェース
IDが、リンク内で一意である保証はない。そこで、このインタフェース IDを使用したリン
クローカルアドレスを仮アドレスとして、仮アドレスと同じアドレスを使用している他の
装置が同一リンク上にないかを確かめる。これは、要請マルチキャストと呼ばれるマルチ
キャストアドレスに対して、仮アドレスを使用している装置がないかを問い合わせるメッ
セージを発行することで行なわれる。要請マルチキャストは、 ff02::1:ff00:0000と仮ア
ドレスの下位 24ビットとの論理和をとったものである。上記例のインタフェース IDを用い
る場合は、 ff02::1:ffa0:b0c0となる。
【０００５】
これに対し、仮アドレスを使用している装置があれば使用している旨を表すメッセージが
発行される。使用している旨を表すメッセージが発行されなければ、当該装置は、仮アド
レス中のインタフェース IDを正式に使用する。使用している旨を表すメッセージが発行さ
れると、他のインタフェース IDを割り当てる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、装置がカメラやプリンタなど、処理資源が少なく、ネットワークに詳しく
ない一般的なユーザが使用する装置であると、 EUI-64により生成したインタフェース IDが
他の装置と衝突する場合に、別のインタフェース IDを生成するのは困難であるという問題
があった。
【０００７】
また、ある装置のインタフェース IDが、どのような時でも一意であれば、 IPv6のアドレス
だけで、当該装置を識別することができる。 IPアドレスは偽ることも可能なので、厳密な
意味での認証はできないが、あるタイプの装置であるかどうかのフィルタリングなどには
有効である。しかしながら、前述したように、 EUI-64で生成されたインタフェース IDが必
ずしも利用されるわけではないと、こうした処理が行なえなくなる問題点もあった。
【０００８】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、生成されるアドレス空間が 64ビット空
間の真部分集合であるような特定方法 (例えば EUI-64)以外の方法で生成されるインタフェ
ース IDが、特定方法で生成されるインタフェース IDと衝突することがないように、特定方
法で生成されるインタフェース IDの空間を予め予約して、当該空間のアドレスは、特定方
法で生成された時のみ割り当てられることを可能とするアドレス予約装置を提供すること
を目的とする。
【０００９】
また、上記のような特定方法でアドレスを生成する装置だけを接続するリンクを形成でき
るように、特定方法でインタフェース IDが生成された時のみ、リンクでのアドレスとして
利用可能にするアドレス予約装置を提供することも目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明のアドレス予約装置は、ネットワークに接続された装
置が生成したネットワークアドレス、及び、前記装置固有の識別データを取得する取得手
段と、前記取得したネットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識別データから所
定の規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、前記取得したネットワーク
アドレスを拒絶するメッセージを送信するメッセージ送信手段とを備えることを特徴とす
る。
【００１１】
また、本発明のアドレス予約装置において、前記メッセージ送信手段は、前記取得したネ
ットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成
されるネットワークアドレスの空間に入り、かつ、前記取得した装置固有の識別データか
ら所定の規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、前記取得したネットワ
ークアドレスを拒絶するメッセージを送信することを特徴とする。
【００１２】
また、本発明のアドレス予約装置は、ネットワークに接続された装置が生成したネットワ
ークアドレス、及び、前記装置固有の識別データを取得する取得手段と、前記取得したネ
ットワークアドレスの特定位置が所定値であり、かつ、前記取得したネットワークアドレ
スが、前記取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成したネットワーク
アドレスでない時に、前記取得したネットワークアドレスを拒絶するメッセージを送信す
るメッセージ送信手段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
また、本発明のアドレス予約装置において、前記ネットワークアドレスは、 Internet Pro
tocol Version 6(IPv6)のネットワークアドレスであり、前記所定の規則を用いて生成し
たネットワークアドレスは、 64-bit extended unique identifier(EUI-64)形式のネット
ワークアドレスである。
【００１４】
また、前記取得手段により取得したネットワークアドレスが、前記取得した装置固有の識
別データから所定の規則を用いて生成されるネットワークアドレスの空間に入るか否かは
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、前記取得したネットワークアドレスの EUI-64のおいて固定されているデータ領域を所定
値と比較することにより、判断する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（第一の実施の形態）
以下、図面を参照して本発明の第一の実施の形態を詳細に説明する。
【００１６】
図１は、本実施例のアドレス予約装置を用いた IPv6ネットワークの利用例を示す図である
。同図において、  101は LANであり、イーサネットで構築されている。この LANが IPv6の一
つのリンクとなる。 102は、インターネットである。 103は、本形態のアドレス予約装置で
あり、 LAN101とインターネット 102を中継するルータとしても機能する。 104は、イーサネ
ットのネットワークインタフェースを備えるカメラである。 LAN101に接続される際は、 EU
I-64によりインタフェース IDを生成する。 105は、イーサネットのネットワークインタフ
ェースを備える PCである。 LAN101に接続される際は、 EUI-64とは異なる方法でインタフェ
ース IDを生成する。例えば、ランダムな値を生成する。 106は、カメラが映像をアップロ
ードするサーバであり、インターネット 102に接続されている。
【００１７】
ここで、 PC105が LAN 101に接続されている状態で、カメラ 104が LAN101に接続された時に
、カメラが生成するインタフェース IDが、 PC105が使用しているインタフェース IDと衝突
する可能性がある。そこで、本形態のアドレス予約装置であるルータ 103は、カメラ 104が
使用する可能性のあるインタフェース IDを予約し、 EUI-64とは異なる方法でインタフェー
ス IDを生成する PC105が、予約されているインタフェース IDを生成した場合には、これを
衝突しているようにみせかけて、 PC 105が予約されているインタフェース IDを使用するこ
とを防ぐ。
【００１８】
以下、本形態におけるアドレス予約装置であるルータ 103について詳細に説明する。
【００１９】
図２は、本形態におけるアドレス予約装置のハードウェア構成を示す図である。同図にお
いて 201は CPUであり以下に説明するプログラムを実行する。 202は RAMであり、上記プログ
ラムの動作に必要な領域を実現する。 203は、 ROMであり、上記プログラムを格納すると共
に、他の動作に必要な永続的データを保持する。 204はネットワークインタフェースであ
る。そのうち、一つはイーサネットのネットワークインタフェースであり、 LAN 101に接
続される。
【００２０】
本形態のルータ 103の LAN側ネットワークインタフェース 204は、任意の要請マルチキャス
トを受け取るように設定されており、それが仮アドレスの衝突問い合わせのメッセージで
ある場合には、 CPU201は、次に説明する衝突検知処理プログラムを実行する。この衝突検
知処理プログラムは、 ROM203に格納されたプログラムに含まれる。ルータ 103は、これ以
外に、一般的なルータの任意の機能を実現するプログラムも実行する。この衝突検知プロ
グラムは、ネットワークに接続された装置が生成したネットワークアドレス、及び、前記
装置固有の識別データを取得し、前記取得したネットワークアドレスが、前記取得した装
置固有の識別データから所定の規則を用いて生成したネットワークアドレスでない時に、
前記取得したネットワークアドレスを拒絶するメッセージを送信するアドレス予約方法を
実行するプログラムである。
【００２１】
ネットワークインタフェース 204は、ネットワークに接続された装置（例えば、 PC105）が
生成したネットワークアドレス（仮アドレス）、及び、前記装置（例えば、 PC105）固有
の識別データ（ MACアドレス）を取得する取得手段である。ネットワークアドレスは、 Int
ernet Protocol Version 6(IPv6)のネットワークアドレスである。衝突問い合わせのメッ
セージには、送信元（例えば、 PC105）が生成したネットワークアドレスが含まれる。ま
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た、ネットワークインタフェース 204は、送信元固有の識別データ（ MACアドレス）を取得
する機能も有する。この送信元固有の識別データ（ MACアドレス）も、受信したメッセー
ジに含まれている。
【００２２】
また、 CPU201は、ネットワークインタフェース 204により取得したネットワークアドレス
が、ネットワークインタフェース 204により取得した装置（例えば、 PC105）固有の識別デ
ータ（ MACアドレス）から所定の規則を用いて生成したネットワークアドレス（ EUI-64）
でない時に、ネットワークインタフェースにより取得したネットワークアドレスを拒絶す
るメッセージ（衝突メッセージ）を送信するメッセージ送信手段である。前記取得した装
置固有の識別データから前記所定の規則を用いて生成したネットワークアドレスは、例え
ば、 64-bit extended unique identifier(EUI-64)形式のネットワークアドレスである。
【００２３】
また、 CPU201は、前記取得したネットワークアドレスが、ネットワークインタフェース 20
4により取得した装置（例えば、 PC105）固有の識別データ（ MACアドレス）から所定の規
則を用いて生成されるネットワークアドレス（ EUI-64）の空間に入り（即ち、アドレスの
特定位置（下位 5、 4バイト）が所定値（ fffe）であり）、かつ、ネットワークインタフェ
ース 204により取得した装置固有の識別データ（ MACアドレス）から所定の規則を用いて生
成したネットワークアドレス（ EUI-64）でない時に、前記取得したネットワークアドレス
を拒絶するメッセージ（衝突メッセージ）を送信する。
【００２４】
本形態では、装置固有の識別データ（ MACアドレス）から所定の規則を用いて生成される
ネットワークアドレス（ EUI-64）の空間に入らないネットワークアドレス（特定位置（下
位 5、 4バイト）が所定値（ fffe）でないアドレス）は、前記所定の規則を用いて生成した
ネットワークアドレス（ EUI-64）と一致しないが、例外として、拒絶しない。
【００２５】
ネットワークインタフェース 204により取得したネットワークアドレス（ EUI-64）が、前
記取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成されるネットワークアドレ
ス（ EUI-64）の空間に入るか否かは、そのネットワークアドレス（ EUI-64）のおいて固定
されているデータ領域（特定位置）を所定値（ fffe）と比較することにより、判断する。
【００２６】
次に、図３を用いて、衝突検知処理プログラムによる処理手順を説明する。
【００２７】
同図において、ステップ 301では、受信した問い合わせメッセージ中の仮アドレス（ PC105
が生成したネットワークアドレス）が、ルータの LAN側ネットワークインタフェースのリ
ンクローカルアドレスと一致するかどうかを調べる。一致する場合は、ステップ 306に移
る。一致しない場合はステップ 302に移る。
【００２８】
ステップ 302では、仮アドレスの下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeであるかどうかを調
べる。 fffeでない場合は処理を終了する。一方、ステップ 302で fffeである場合はステッ
プ 303に移る。このステップ 302の処理は、ネットワークインタフェース 204により取得し
た装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成されるネットワークアドレスの空間
に入るか否か、判断する処理である。仮アドレスの下位 5バイト目と 4バイト目（特定位置
）が、 fffe（所定値）であれば、その仮アドレスは、 MACアドレスから所定の規則を用い
て生成されるネットワークアドレス（ EUI-64）の空間に入ると判断する。仮アドレスの下
位 5バイト目と 4バイト目（特定位置）は、そのネットワークアドレス（ EUI-64）のおいて
固定されているデータ領域であり、ステップ 302は、仮アドレスのそのデータ領域を、所
定値と比較する処理である。
【００２９】
ステップ 303では、次の処理により、仮アドレスから MACアドレスを復元する。まず、仮ア
ドレスの下位 3バイトを保存する。次に、仮アドレスを右に 3バイトシフトし、下位３バイ
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トを全て０にする。この値と、保存した下位 3バイトの論理和を取る。そして、 02:00:00:
00:00:00と排他的論理和をとり、その下位 6バイトを復元 MACアドレスとする。そして、ス
テップ 304に移る。
【００３０】
ステップ 304では、ネットワークインタフェース 204が受信した要請マルチキャストの送信
元のイーサネットアドレスを取得する。そして、ステップ 305に移る。
【００３１】
ステップ 305では、ステップ 303で復元した復元 MACアドレスと、ステップ 304で取得した送
信元イーサアドレスを比較する。両者が一致する場合は処理を終了する。一致しない場合
は、ステップ 306に移る。
【００３２】
ステップ 306では、要請マルチキャストで送られた問い合わせに対して、当該仮アドレス
が衝突していることを示すメッセージを LAN101に送信する。そして、処理を終了する。こ
の衝突メッセージは、仮アドレスを拒絶する管理メッセージである。この衝突メッセージ
は、ネットワークインタフェース 204から LAN101に送信される。即ち、ネットワークイン
タフェース 204により取得したネットワークアドレス（仮アドレス）が、ネットワークイ
ンタフェース 204により取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成した
ネットワークアドレス（ EUI-64）でない時に、装置（ PC105）が生成したネットワークア
ドレス（仮アドレス）を拒絶するメッセージを送信する。
【００３３】
次に、図４を参照して、動作例を説明する。 401は、ルータ 103の LAN側ネットワークイン
タフェースのリンクアドレスである。このインタフェース IDは、上記の処理に準じて、 EU
I-64で生成される他の装置のインタフェース IDと衝突しないことが分かる任意のアドレス
が用いられる。 402は、 PC105の MACアドレスである。 403は、 PC105がランダムに生成した
インタフェース IDから作成した仮アドレスの例である。
【００３４】
PC105が、この仮アドレス 403で、衝突を問い合わせる要請マルチキャストを送ると、下位
5バイト目と 4バイト目が、 fffeであり、かつ、仮アドレス 403から復元した MACアドレスと
要請マルチキャストの送信元である PCの MACアドレスが異なるので、ルータ 103は、衝突メ
ッセージを送信する。従って、 PC105がこの仮アドレス 403を使用することはない。
【００３５】
404は、 PC105がランダムに生成した別のインタフェース IDを用いた仮アドレスである。こ
の場合、下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeでないので、ルータ 103が衝突メッセージを
送信することはないので、 PC105はこの仮アドレスを正式に使用することになる。
【００３６】
405は、 PC105が MACアドレスから EUI-64によりインタフェース IDを生成した場合の仮アド
レスである。この仮アドレス 405は、下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeであり、かつ、
仮アドレス 405から復元した MACアドレスと要請マルチキャストの送信元である PCの MACア
ドレスが一致するので、ルータ 103が衝突メッセージを送信することはないので、 PC105は
この仮アドレス 405を正式に使用することになる。なお、 PC105がランダムにインタフェー
ス IDを生成した結果、 405の仮アドレスとなった場合でも、問題ないことは明らかである
。
【００３７】
406はカメラ 104の MACアドレスである。カメラ 104は常に EUI-64によりインタフェース IDを
生成する。従って、生成される仮アドレスは必ず 407となる。この仮アドレスで衝突問い
合わせの要請マルチキャストを送信しても、ルータ 103が衝突メッセージを送信すること
はない。また、それまでのルータ 103の動作により、 LAN101上には、この仮アドレスを正
式なリンクローカルアドレスとして使用する装置がないことが保証される。なぜなら、 MA
Cアドレスは一意に付与されるからである。
【００３８】
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従って、本形態におけるアドレス予約装置であるルータ 103が管理する LAN101にカメラ 104
が接続する場合、必ず EUI-64によるインタフェース IDを使用することができる。従って、
カメラ 104は、これ以外のアドレス生成方法を用意する必要がなくなる。
【００３９】
また、カメラ 104がサーバ 106にアクセスする場合は、ルータ 103から与えられるプレフィ
ックスを付けたアドレスでアクセスすることになる。この場合でも、インタフェース IDは
リンクローカルアドレスと変わらない。これにより、例えば、サーバ 106が MACアドレスと
機種の対応データを保持していると、 IPアドレスだけでカメラ 104の機種を識別できるの
で、例えばファームウェアのバージョンアップ情報などを送ることができる。
【００４０】
ただし、プレフィックスで識別されるネットワーク (この場合 LAN 101)が、本形態のアド
レス予約装置を用いて管理されているかを知らないと、この保証はない。この保証は本発
明の目的外であるが、少なくとも本発明によるリンク内での EUI-64によるインタフェース
ID生成の保証が、前記保証に必要な要件である。
【００４１】
（第二の実施の形態）
次に、本発明の第二の実施の形態について説明する。
【００４２】
本形態のアドレス予約装置を用いた IPv6ネットワークの利用例、本形態のアドレス予約装
置のハードウェア構成、次に説明する衝突検知処理プログラムが起動される過程は、第一
の実施の形態と同様である。
【００４３】
ネットワークインタフェース 204は、ネットワークに接続された装置（例えば、 PC105）が
生成したネットワークアドレス（仮アドレス）、及び、前記装置（例えば、 PC105）固有
の識別データ（ MACアドレス）を取得する取得手段である。ネットワークアドレスは、 Int
ernet Protocol Version 6(IPv6)のネットワークアドレスである。衝突問い合わせのメッ
セージには、送信元（例えば、 PC105）が生成したネットワークアドレスが含まれる。ま
た、ネットワークインタフェース 204は、送信元固有の識別データ（ MACアドレス）を取得
する機能も有する。この送信元固有の識別データ（ MACアドレス）も、受信したメッセー
ジに含まれている。
【００４４】
また、 CPU201は、ネットワークインタフェース 204により取得したネットワークアドレス
が、ネットワークインタフェース 204により取得した装置（例えば、 PC105）固有の識別デ
ータ（ MACアドレス）から所定の規則を用いて生成したネットワークアドレス（ EUI-64）
でない時に、ネットワークインタフェースにより取得したネットワークアドレスを拒絶す
るメッセージ（衝突メッセージ）を送信するメッセージ送信手段である。前記取得した装
置固有の識別データから前記所定の規則を用いて生成したネットワークアドレスは、例え
ば、 64-bit extended unique identifier(EUI-64)形式のネットワークアドレスである。
【００４５】
ネットワークインタフェース 204により取得したネットワークアドレス（ EUI-64）が、前
記取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成されるネットワークアドレ
ス（ EUI-64）の空間に入るか否かは、そのネットワークアドレス（ EUI-64）のおいて固定
されているデータ領域（特定位置）を所定値（ fffe）と比較することにより、判断する。
【００４６】
次に、図５を用いて、衝突検知処理プログラムによる処理手順を説明する。
【００４７】
同図において、ステップ 501では、受信した問い合わせメッセージ中の仮アドレスが、ル
ータの LAN側ネットワークインタフェースのリンクローカルアドレスと一致するかどうか
を調べる。一致する場合は、ステップ 506に移る。一致しない場合はステップ 502に移る。
【００４８】
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ステップ 502では、仮アドレスの下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeであるかどうかを調
べる。 fffeでない場合は、ステップ 506に移る。一方、ステップ 502で fffeである場合はス
テップ 503に移る。このステップ 502の処理は、ネットワークインタフェース 204により取
得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成されるネットワークアドレスの
空間に入るか否か、判断する処理である。仮アドレスの下位 5バイト目と 4バイト目（特定
位置）が、 fffe（所定値）であれば、その仮アドレスは、 MACアドレスから所定の規則を
用いて生成されるネットワークアドレス（ EUI-64）の空間に入ると判断する。仮アドレス
の下位 5バイト目と 4バイト目（特定位置）は、そのネットワークアドレス（ EUI-64）のお
いて固定されているデータ領域であり、ステップ 502は、仮アドレスのそのデータ領域を
、所定値と比較する処理である。
【００４９】
本形態では、ステップ 502で fffeでない場合は、ネットワークインタフェース 204により取
得したネットワークアドレス（仮アドレス）が、ネットワークインタフェース 204により
取得した装置（例えば、 PC105）固有の識別データ（ MACアドレス）から所定の規則を用い
て生成されるネットワークアドレス（ EUI-64）でないと判断する。
【００５０】
ステップ 503では、次の処理により、仮アドレスから MACアドレスを復元する。まず、仮ア
ドレスの下位 3バイトを保存する。次に、仮アドレスを右に 3バイトシフトし、下位３バイ
トを全て０にする。この値と、保存した下位 3バイトの論理和を取る。そして、 02:00:00:
00:00:00と排他的論理和をとり、その下位 6バイトを復元 MACアドレスとする。そして、ス
テップ 504に移る。
【００５１】
ステップ 504では、ネットワークインタフェース 204が受信した要請マルチキャストの送信
元のイーサネットアドレスを取得する。そして、ステップ 505に移る。
【００５２】
ステップ 505では、ステップ 503で復元した復元 MACアドレスと、ステップ 504で取得した送
信元イーサアドレスを比較する。両者が一致する場合は処理を終了する。一致しない場合
は、ステップ 506に移る。
【００５３】
ステップ 506では、要請マルチキャストで送られた問い合わせに対して、当該仮アドレス
が衝突していることを示すメッセージを LAN101に送信する。そして、処理を終了する。こ
の衝突メッセージは、仮アドレスを拒絶する管理メッセージである。この衝突メッセージ
は、ネットワークインタフェース 204から LAN101に送信される。即ち、ネットワークイン
タフェース 204により取得したネットワークアドレス（仮アドレス）が、ネットワークイ
ンタフェース 204により取得した装置固有の識別データから所定の規則を用いて生成した
ネットワークアドレス（ EUI-64）でない時に、装置（ PC105）が生成したネットワークア
ドレス（仮アドレス）を拒絶するメッセージを送信する。
【００５４】
次に、図４を参照して、動作例を説明する。 401は、ルータ 103の LAN側ネットワークイン
タフェースのリンクアドレスである。このインタフェース IDは、上記の処理に準じて、 EU
I-64で生成される他の装置のインタフェース IDと衝突しないことが分かる任意のアドレス
が用いられる。 402は、 PC105の MACアドレスである。 403は、 PC105がランダムに生成した
インタフェース IDから作成した仮アドレスの例である。
【００５５】
この仮アドレス 403で、衝突を問い合わせる要請マルチキャストを送ると、この仮アドレ
ス 403の下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeであり、ルータ 103は、仮アドレス 403から復
元した MACアドレスと要請マルチキャストの送信元である PCの MACアドレスが異なるので、
衝突メッセージを送信する。従って、 PC105がこの仮アドレスを使用することはない。
【００５６】
404は、 PC105がランダムに生成した別のインタフェース IDを用いた仮アドレスである。こ
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の場合、この仮アドレス 404の下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeでなく、仮アドレス 404
が EUI-64で生成されたインタフェース IDを持たないため、衝突メッセージを送信する。
【００５７】
405は、 PC105が MACアドレスから EUI-64によりインタフェース IDを生成した場合の仮アド
レスである。この場合、この仮アドレス 405の下位 5バイト目と 4バイト目が、 fffeであり
、ルータ 103は、仮アドレス 405から復元した MACアドレスと要請マルチキャストの送信元
である PCの MACアドレスが一致するので、ルータ 103が衝突メッセージを送信することはな
いので、 PC105はこの仮アドレスを正式に使用することになる。カメラ 104の場合も同様で
ある。
【００５８】
ルータ 103の動作により、 LAN101上には、 EUI-64で生成されたインタフェース IDを使用す
るアドレスを持つ装置しか接続されなくなる。
【００５９】
したがって、カメラ 104がサーバ 106にアクセスする場合は、ルータ 103から与えられるプ
レフィックスを付けたアドレスでアクセスすることになる。この場合でも、インタフェー
ス IDはリンクローカルアドレスと変わらない。これにより、例えば、サーバ 106が MACアド
レスと機種の対応データを保持していると、 IPアドレスだけでカメラ 104の機種を識別で
きるので、例えばファームウェアのバージョンアップ情報などを送ることができる。
【００６０】
（他の実施の形態）
上記実施の形態においては、仮アドレスから MACアドレスを復元したが、送信元 MACアドレ
スから所定の規則を用いてネットワークアドレス（ EUI-64）を生成し、これが仮アドレス
と一致するか、判断してもよい。
【００６１】
上記実施の形態においては、アドレス予約装置がルータを兼ねる場合について説明したが
、常時ネットワークに接続されているのであれば、独立した装置であってもよいし、他の
装置と一体化していてもよい。
【００６２】
また、上記実施の形態においては、リンク層がイーサネットである IPv6ネットワークにお
いて、 MACアドレスから EUI-64によりインタフェース IDを生成する場合について説明した
が、これに限定されるものではない。各装置固有の識別データから特定方法でネットワー
クアドレスを生成し、この特定方法で生成されるネットワークアドレスが、全ネットワー
クアドレスの真部分集合である場合に適用される。一般的には、生成されたネットワーク
アドレスが、前記真部分集合に入り、かつ、当該装置固有の識別データから前記特定方法
により生成されたアドレスと異なる場合には、当該ネットワークアドレスを拒絶する処理
となる。
【００６３】
また、上記実施の形態においては、管理するネットワークが一つの場合について説明した
が、これに限定されるものではなく、複数のネットワークを管理してもよい。
【００６４】
また、上記実施の形態においては、各装置が一つのネットワークインタフェースをもち、
かつ、一つのリンクローカルアドレスを生成する場合について説明したが、複数のネット
ワークインタフェースを持つ、あるいは複数のリンクローカルアドレスを生成してもよい
。一つずつに前記実施の形態の処理を適用することで対応できる。
【００６５】
上記実施の形態においては、コンピュータまたは CPUや MPUを用いて、前述した機能を実現
するソウトウェアプログラムを動作させる実施形態であったが、その機能の全部または一
部を実現する論理回路により達成される。
【００６６】
なお、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
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装置に適用してもよい。前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコ
ードを記録した記録媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコ
ンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読み出
し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記録媒体から
読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そ
のプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【００６７】
プログラムコードを供給するための記録媒体としては、 ROM以外にも、例えば、フロッピ
ーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤーＲＯＭ、ＣＤーＲ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカードなどを用いることができる。
【００６８】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって
前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００６９】
更に、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれる。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、装置固有の識別データから所定の規則を用いて生
成されていないネットワークアドレスの使用を拒絶することにより、装置固有の識別デー
タに基づいたネットワークアドレスが他の装置と衝突しないようにすることができるとい
う効果が得られる。
【００７１】
また、本発明によれば、所定の規則を用いてインタフェース IDを生成する装置だけが接続
されるようにネットワークを管理できるという効果が得られる。
【００７２】
これにより、例えば EUI-64でインタフェース IDを生成する装置は、この規則だけを用意す
ればよく、処理が軽減されるという効果が得られる。
【００７３】
また、このアドレス予約装置で管理されるネットワークにおいては、 IPアドレスから装置
を識別することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例を用いたネットワークの利用例を示す図である。
【図２】本発明の実施例のハードウェア構成を示す図である。
【図３】本発明の実施例における衝突検知処理を示す図である。
【図４】本発明の実施例における処理例を示す図である。
【図５】本発明の別の実施例における衝突検知処理を示す図である。
【符号の説明】
101　 LAN
102　インターネット
103　ルータ
104
105　カメラ
106　 PC
107　サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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